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令和５年度 既存集合住宅省エネ改修コンサルタント派遣事業に係る 

公募型企画競争提案説明書 

 

１ 業務名 

令和５年度 既存集合住宅省エネ改修コンサルタント派遣事業 

 

２ 業務の目的 

本業務は、脱炭素社会の実現に向けた対応が求められる中で、札幌市内の住宅の 6 割以上を占めて

いる既存集合住宅の省エネルギー化を図り、二酸化炭素の排出量を削減するために、既存集合住宅の所

有者等が外断熱改修に取り組むよう誘導するため、その入り口となる省エネ診断等への支援を行うこ

とを目的とする。 

 

３ 業務の内容等 
⑴ 委託業務の内容 

別紙「令和５年度 既存集合住宅省エネ改修コンサルタント派遣事業 業務委託仕様書」のとおり 

⑵ 委託期間 

契約締結日から令和６年３月 22 日（金）まで 

⑶ 委託料 

 ア １件あたりの委託料は、1,496,000 円を上限とし、単価契約とする。（消費税及び地方消費税を 

含む。） 

   最大で年間３棟の委託を予定している。 

イ 企画提案の選定後、提案者と協議の上、企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整

することがある。 

 ウ 受託候補者数 

   1 者 

 

４ 参加資格 
参加者は、札幌市の競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ次に掲げる要件を全て満たすこ 

と。ただし、札幌市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者であっても、下記⑴から⑹に揚げ 
る全ての要件を満たしている場合は、「８ 札幌市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者が 

提出する書類」に定める必要書類の提出を行うことで、参加することができる。なお、これらの書類は 
参加意向申出書（様式第１号）と同時に提出するものとする。 

  また、複数者が協力して参加することも可とし、いずれの者も下記の⑴から⑹を満たすこと。その場 
合、契約については、契約の相手方は代表者（構成員のいずれか 1 者）とし、他の構成員は協力者とな 
る。協力者については、本公募型企画競争の企画提案書に定めた法人とし、契約後の変更は原則認めな 
い。 

 ⑴ 法人格を有する企業、団体等であり、契約を締結する能力を有すること。 
⑵ 札幌市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 
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⑶ 公募の日から受託候補者の決定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は札幌市の指

名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

⑸ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者が経

営、運営に関係している団体でないこと。  

⑹ 事業協同組合等の組合と当該組合員とが同時に参加していないこと。 

 

５ 公募型企画競争提案説明書等の交付方法 
⑴ 交付期間 

公示日から令和５年８月 30 日（水）までの閉庁日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日）

を除く日の午前８時 45分から午後５時 15 分まで  

⑵ 交付場所 

札幌市都市局市街地整備部住宅課住宅企画係（以下「住宅課」という。） 

※ 提案説明書は、札幌市ホームページからダウンロードすることができる。 

 （ホームページ(https://www.city.sapporo.jp）→「観光・産業・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札契約案件情報」→「公募中案件一覧」 

 

６ 業務委託仕様書等の内容に関する質問の受付と回答 
⑴ 質問の受付 

業務委託仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

ア 受付期間   

公示日から令和５年８月 21 日（月）までの閉庁日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日）

を除く日の午前８時 45分から午後５時 15 分まで 

イ 提出先 

住宅課 

ウ 受付方法 

業務委託仕様書等に関する質問書（様式第２号）に記入の上、電子メール又は FAX で提出する

こと。提出に当たっては、質問書が提出先に到達していることを電話により速やかに確認するこ

と。 

⑵ 質問に対する回答 

前記⑴の質問に対する回答は、札幌市ホームページに適時掲載することとし、８月 25 日（金）ま

でに全ての質問に対する回答を掲載する。 

なお、受付期間内に到着しなかった質問に対しては、回答しない。 

  

７ 公募型企画競争への参加申込時の書類の提出について 
   公募型企画競争への参加申込にあたっては、下記⑷の提出書類を、持参又は郵送により提出する

こと。なお、札幌市の競争入札参加資格者名簿に登録がない者は、「８ 札幌市の競争入札参加資格

者名簿に登録されていない者が提出する書類」に記載の必要書類を併せて提出すること。 
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⑴ 提出期間 

公示日から令和５年８月 30 日（水）までの閉庁日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日）

を除く日の午前８時 45分から午後５時 15 分まで 

⑵ 提出先 

住宅課 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。） 

⑷ 提出書類及び提出部数 

提出書類 提出部数 

ア 公募型企画競争参加意向申出書（様式第１号） １部 

イ 企画提案書（様式第４号） 8 部（正本１部＋副本 7部） 

ウ 法人の概要及び事業内容等説明書（様式第５号） 8 部（正本１部＋副本 7部） 

エ 業務従事者等一覧（A４縦、片面印刷）（様式第６号） 

  下記を記載すること。  

・実務に携わる者を記載すること。 

 ・他の法人と協力して参加する場合は、協力法人の実務に携

わる者を記載すること。 

 ※他の法人の協力が予定されている場合、代表となる法人名

及び氏名の後ろに（〇）を記載すること。 

8 部（正本１部＋副本 7部） 

オ 同種・類似業務等実績一覧（A４縦、片面印刷）（様式第７

号） 

 ・業務従事者（協力者を含む）の実績を記入して下さい。 

・集合住宅等の複数の者が入居する建築物について、過去５ 

年以内に外断熱改修工事に関する業務（所有者等への助言 

及び改修の方向性の検討・提案等を含んだもの）に関する 

実績を１業務以上記載して下さい。 

・2業務以上ある場合は、最大 5業務まで記載して下さい。 

8 部（正本１部＋副本 7部） 

※ 法人の住所、法人名、代表者名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。 

⑸ 企画提案にあたっての留意点 

 ア 本書のほか、別紙業務委託仕様書等を熟読の上、企画提案を行うこと。その際、過去の札幌市

のCO2排出量の削減に関する取組についてもホームページ等を参照し、よく理解しておくこと。 

  イ A４縦、片面印刷とすること。 

  ウ 企画提案書以外の添付資料等の提出は認めない。 

  エ 企画提案書は、図、表及び写真を含めることを可とし、最大６頁にまとめること。 

  オ 文字の大きさは、10pt以上とし、可読性に配慮すること。 

  カ 本企画提案に係る一切の費用は企画提案者の負担とする。 

キ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。ただし、部分的な差し替えや追加提出は認 

めない。 
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  ク 提出書類は返却しない。 

ケ 企画提案は、１者につき１件とする。 

コ 提出された提案書類は、企画提案の選定以外の目的で使用しない。ただし、札幌市情報公開条例 

第７条に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認め 

られるもの等、不開示情報を除いて開示請求者に開示する。 

⑹ 提案の無効 

ア 本提案説明書に示した公募型企画競争への参加資格のない者が提出した企画提案 

イ 公募型企画競争への参加申込者が、令和５年８月30日(水)午後５時15分以後、契約候補者の選定

までの間に前記４⑶の営業停止処分又は札幌市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消

しを受け、又はその他公募型企画競争参加資格を満たさなくなった場合 

ウ 民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、第94 条（虚偽表

示）又は第95条（錯誤）に該当する提案 

エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

オ 本提案説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした場合 

カ 本公募型企画競争に関する条件に反した場合 

キ 企画提案書の記載項目について、１箇所でも記載がない提案 

ク 企画提案書の記載項目について、記載すべき内容と全く別の内容が１箇所でも記載されている

と判断された提案 

 

８ 札幌市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者が提出する書類 
以下の書類を提出すること。 

提出書類 提出部数 

ア 申出書（様式第３号） １部 

イ ４の参加資格⑵に該当していることが確認できる書類 

(ｱ) 納税証明書（市区町村税） 

本店（契約権限を委任する場合は受任先）の所在地の市区町村が発行す

るもの（写し可） 

  ※参加意向申出書（様式第１号）の提出日から３か月前の日以降に発行さ 

れたもの 

(ｲ) 納税証明書（消費税及び地方消費税）（写し可） 

未納の税額がない旨の証明書（その３の３） 

※参加申込書の提出日から３か月前の日以降に発行されたもの 

各１部 

ウ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） １部 

エ 財務諸表（直前２期分） 賃借対象表、損益計算表 1 部 
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９ 審査及び契約候補者の選定について 
既存集合住宅省エネ改修コンサルタント派遣事業に係る公募型企画競争実施委員会（以下「実施委員

会」という。）の審査において、別添「評価基準」により審査し、優れた企画提案者１者を契約候補者

として選定する。 

 ⑴ 開催日時 

令和５年９月４日（月）～８日（金）のいずれかの日（予定） 

⑵ 方法 

  書類審査とする。また、実施委員会において、ヒアリング審査を行う必要があると認められた場合

は、企画提案者に別途通知する。 

⑶ 審査、契約候補者の選定及び契約 

ア 実施委員会の各委員による採点を合計する総合点数評価とする。また、最低基準点は６割以上と

し、最低基準点に満たない場合は、契約候補者としない。 

  また、企画提案者が１者であった場合、最低基準点を超えたときは、契約候補者として選定す

る。 

イ 実施委員会による採点が同点の場合、委員全員の協議により契約候補者を選定する。 

ウ 選定の結果は、企画提案者全員に対して文書により通知する。選定の結果に対する質問について 

は、原則として文書にて提出すること。 

エ 契約は、上記審査によって選定された者との間で、随意契約により行うことを原則とする。な 

お、契約候補者との交渉が不調に終わった場合、実施委員会において次点とされた者と交渉する場 

合がある。 

  また、提案の内容がそのまま契約となるものではなく、具体的な契約内容及び委託費の額は、選 

 定後に委託者との交渉を通じて決定する。 

  

１０ 参加資格等についての申立て 

 本企画競争において参加資格を満たさない又は満たさないこととなった等の通知を受けた日の翌 

日から起算して 10日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日を除く。）以内にその理由等につ 

いて書面により求めることができる。 

 

１１ 評価についての申立て 

  企画提案者は自らの評価に疑義があるときは、選定結果に係る通知を受けた日の翌日から起算し 

 て３日（札幌市の休日を定める条例で規定する休日を除く。）以内に、自らの評価について書面によ 

り疑義の申立てを行うことができる。 

 

１２ 留意事項 

 以下のいずれかに該当した場合は失格とし、提出された企画提案に関する評価を行わない又は契 

約候補者としての選定を取り消す。 

ア 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び各様式にて定めた 

内容に適合しなかったとき 
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イ 企画提案者が審査の公平性を害する行為を行ったとき 

ウ 企画提案者が不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は、利害関係を有するこ 

となったとき 

エ 参加資格を満たしていないことが判明し又は満たさないこととなったとき 

オ 企画提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき 

 

１３ 公正な公募の確保 
⑴ 企画提案者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等に

抵触する行為を行ってはならない。  

⑵ 企画提案者は、競争を制限する目的で他の企画提案者と提案意思及び提案内容についていかなる

相談も行ってはならず、独自に企画提案書を作成しなければならない。  

⑶ 企画提案者は、契約候補者の選定前に、他の企画提案者に対して企画提案書を意図的に開示しては

ならない。  

⑷ 企画提案者が連合し、又は不穏な行動等をする場合において、企画提案の公募を公正に執行するこ

とができないと認められるときは、当該企画提案者の参加を認めず、又は公募の執行を延期し、若し

くは取りやめることがある。 

  

１４ 契約の優先交渉権者の決定 
契約候補者に選定された者は、本業務の契約の見積書を徴する優先交渉権者とする。  

ただし、指名停止等やむを得ない事情により契約候補者と契約を締結できないときは、次点の評価 

 を得た者を優先交渉権者とする。 

 

１５ その他 

⑴ 本公募型企画競争手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 札幌市が選定にあたり必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがある。 

⑶ 実施委員会の委員に対する不当な働きかけは、一切禁止する。 

⑷ 別紙「令和５年度 既存集合住宅省エネ改修コンサルタント派遣事業 業務委託仕様書」は、本業

務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全ての契約書にその内容を記

載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていること確認する。 

 

１６ スケジュール 

⑴ 公募開始・・・・・・・・・・・・・令和５年８月９日（水） 

⑵ 質問受付 ・・・・・・・・・・・・令和５年８月９日（水）～令和５年８月 21 日（月） 

⑶ 企画提案書等の提出期限・・・・・・令和５年８月 30日（水） 

⑷ 書類審査・・・・・・・・・・・・・令和５年９月４日（月）～９月８日（金）のいずれかの日 

⑸ 結果通知・・・・・・・・・・・・・令和５年９月中旬 

⑹ 契約締結・・・・・・・・・・・・・令和５年９月中旬 
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１７ 提出先及び問い合わせ先 

⑴ 名称  札幌市都市局市街地整備部住宅課住宅企画係 

⑵ 所在地 〒０６０－８６１１ 札幌市中央区北１条西２丁目（札幌市役所本庁舎７階） 

⑶ 連絡先 電話 ０１１－２１１－２８０７  FAX  ０１１－２１８－５１４４ 

電子メール jutakukikaku@city.sapporo.jp 


